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「東北学院大学地域総合研究所紀要」投稿規程

１．名　称

本誌は東北学院大学地域総合研究所の紀要であり、『東北学院大学地域総合研究所紀要」
（Bulletin�of�The�Research�Institute�of�Regional�Studies�at�Tohoku�Gakuin�University）
と称する。

２．投稿資格

本誌に投稿できる者は、原則として地域総合研究所所員ないし客員研究員とする。ただ
し、次のいずれかに該当する場合には投稿を認めることがある。

①　地域総合研究所所員ないし客員研究員が相当の役割を担っている場合の共同執筆者
②　「特集」などの編集企画により運営委員会が依頼した者
③　その他、運営委員会が適当と認めた者

３．投稿内容

投稿原稿は、和文あるいは欧文で書かれた未公刊のものとし、その種類は次の通りとす
る。なお、内容は地域に関連したものであることが好ましい。

①　論　文
②　研究ノート
③　資　料
④　調　査
⑤　翻　訳
⑥　書　評
⑦　その他

４．原稿の分量および様式

①　�原稿は、各号原則として１人１編までとするが、前項３に定める分類項目を異にす
る場合には、複数掲載を認める場合がある。

②　�原稿の分量は、本文、注、図表、参考文献一覧を含め、和文原稿の場合は 400 字詰
め原稿用紙で 60 枚以内（24,000 字以内）とする。欧文原稿の場合はダブルスぺー
スで 25 行を１枚とみなす。なお、規定枚数を超過した原稿に対しては圧縮を求め
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る場合がある。
③　�図表は本文での挿入箇所を明示して、本文中に挿入するか、原稿の末尾に添付する。
なお、図表は下記の要領で原稿字数に換算する。

　　刷り上り１／２頁大の図表＝ 800 字
　　刷り上り１／４頁大の図表＝ 400 字
④　運営委員会が適当と認めた場合、連載の方式をとることができる。
⑤　�本文の冒頭に、論文の要旨（400字程度）およびキーワード（５つ程度）を表示する。
⑥　その他、書式の詳細については、各分野の慣例に従う。

５．原稿の提出と校正

①　�原稿の提出に際しては、原稿のコピー２部とそれを所収したUSBデータを、定めら
れた提出期限までに担当部署に提出する。また、執筆者氏名（和文・欧文の両方）、
投稿論文タイトル（和文・欧文の両方）、E-mail�アドレス等を記入した所定の申込
用紙も提出する。

②　校正は執筆者の責任において行い、原則として再校までとする。
③　�校正は誤字、脱字、誤植等の訂正に限るものとし、本文の大幅な変更（削除、挿入
等）は原則として認めない。

６．その他

①　�紀要は原則として年１回発行する。ただし、掲載論文の数その他の事由により発行
が調整されることがある。

②　�原則として、所員ないし客員研究員の論文等の数が当該号の半数を超えることとする。
③　�原稿の掲載可否については、運営委員によって構成される編集委員会が審査し、速
やかに結果を執筆者に通知する。

④　�掲載された論文等の著作権は、東北学院大学地域総合研究所に帰属する。また、本
誌に掲載された論文等を執筆者が他の出版物に転用する場合には、本誌より転用の
旨を注記しなければならない。

⑤　原稿料は支払わない。
⑥　�掲載された論文等は、原則として電子化し、東北学院大学学術情報リポジトリで一
般に公開される。

⑦　�ただし、執筆者が前項に規定する電子化・公開を希望しない特別の理由を有する場
合は、当該論文等の電子化・公開を拒否することができる。その場合は原稿提出時
に申し出る。

附　則　　この投稿規程は 2023（令和５）年 11 月 1 日から施行する。
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附　則　　この投稿規程は 2024（令和６）年 10 月 1 日から施行する。

160



東北学院大学地域総合研究所規程
（趣　旨）
第１条　この規程は、東北学院大学学則第66条に基づき、東北学院大学地域総合研究所（以
下「本研究所」という。）の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
（目　的）
第２条　本研究所は、地域に関する研究及び調査を行い、その成果を広く社会に還元する
ことを目的とする。
（事　業）
第３条　本研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴　地域に関する研究及び調査
⑵　前号の事業に基づく成果の発表その他社会に還元する活動
⑶　本研究所が行う各種事業のための研究資金、助成金等の情報収集及び受入れ
⑷　資料及び文献の収集、整備及び保管
⑸　研究会、講演会、公開講座等の開催
⑹　紀要等の刊行物の発行
⑺　その他本研究所の目的を達成するために必要な事業
（学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾）
第４条　前条に定める事業のうち、刊行物の発行に関しては、当該刊行物に投稿される著
作物について、原則として、東北学院大学学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾
が得られていることを掲載の条件とする。
（組　織）
第５条　本研究所は、次の者をもって組織する。
⑴　所長　　１名
⑵　副所長　１名
⑶　所員
⑷　客員研究員
（所　長）
第６条　所長は、東北学院大学（以下「本学」という。）の専任教員のうちから学長が委
嘱する。
２　所長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
３　前項の規定にかかわらず、任期中に所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残
任期間とする。
４　所長は、本研究所の事業及び事業遂行のための業務全体を統括する。
（副所長）
第７条　副所長は、所長が推薦し、学長が委嘱する。
２　副所長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
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３　前項の規定にかかわらず、任期中に副所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の
残任期間とする。
４　副所長は、所長を補佐し、事業の実務を担当する。
５　副所長は、所長に事故あるときは所長の職務を代行する。
（所　員）
第８条　所員は、本学の専任教員のうちから、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
２　所員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
３　所員は、本研究所の研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、本研究所の
事業及び運営業務に携わる。
（客員研究員）
第９条　客員研究員は、本学の専任教員以外の者から所長が推薦し、運営委員会の議を経
て、学長が委嘱する。
２　客員研究員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。
３　客員研究員は、所長の指示の下、研究及び調査に従事するとともに、本研究所の事業
及び運営業務に協力する。
（総　会）
第10条　本研究所は、毎年度１回総会を開く。ただし、所長が必要と認めるときは、臨時
総会を開くことができる。
２　所長は、総会を招集し、議長となる。
３　総会は、次に掲げる事項について審議する。
⑴　本研究所の事業計画
⑵　本研究所の予算及び決算
⑶　研究部門の設置及び廃止
⑷　その他研究所に関する重要事項
４　総会は、所長、副所長及び所員をもって構成する。
５　総会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。ただ
し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
（運営委員会）
第11条　本研究所の管理運営に関する審議及び総会の審議事項に関する原案を作成するた
め、運営委員会を置く。
２　運営委員会は、副所長及び運営委員をもって組織する。
３　運営委員会の委員長は、副所長をもって充てる。
４　運営委員は、若干名とし、総会において選出する。
５　運営委員会の委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
（研究部門の設置及び廃止）
第12条　研究部門の設置は、当該部門に所属する意思のある所員３名以上の連署による書
面及びそれらの所員が過去５年間に獲得した外部資金（基金、寄付金、助成金、事業収
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入等）の導入実績を証明する資料を添付し、所長に申し出るものとする。
２　研究部門の廃止は、当該研究部門の所員の３分の２以上の同意を得て、書面をもって
所長に申し出るものとする。
（経　費）
第13条　本研究所の経費は、大学予算及び外部資金（基金、寄付金、助成金、事業収入等）
をもって充てる。
２　前項の外部資金の受入れは、学内関係諸規程に従って行う。
（事　務）
第14条　この規程に関する事務は、研究支援部研究支援課において処理する。
（改　廃）
第15条　この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
　　　附　則
１　この規程は、2023年４月１日から施行する。
２　この規程の施行に伴い、東北学院大学社会福祉研究所規程（昭和51年12月１日施行第
４号）を廃止する。
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